
生ごみ処理機器購入費補助金交付申請の流れ 

～抽選により補助金交付対象者を決定します～ 
 

  ＜４月１日～３０日＞ 

申請者 

生ごみ処理機器購入費補助金交付申請書（様式第１号）の提出 

●補助を受けるには、機器や容器の購入前にこの申請書の提出が必要です 

●購入済や再使用品の機器や容器は、補助の対象となりません 

●ポイントサービス等を利用した部分の金額は、補助の対象となりません。 

  

市 過去の補助状況について調査 

  ↓ 

 補助が受けられる方 補助が受けられない方 

  ↓ 

＜５月上旬＞ 審査結果をご連絡します 

市 抽選により補助金交付対象者決定  

           

＜５月下旬＞  

市 交付決定通知の発送  

   

   

   

＜８月下旬目途＞  

申請者 機器の購入  

   

申請者 
生ごみ処理機器購入費補助事業実績報告書（様式第４号）の提出 

領収書（原本）を添えてください 

   

市 交付額確定通知書の発送  

   

   

市 補助金の振込  

 

お問い合わせ 

環境部 資源循環推進課 減量リサイクル推進担当 E-mail shigenjunkan★city.kawagoe.lg.jp 

〒350-0815 埼玉県川越市鯨井７８２番地３（環境プラザ内） TEL ０４９－２３９－６２６７（課直通）  

（補足） 

補助金確定額 

振込予定日 

が記載されています 

（補足） 

機器の購入は 

この通知書記載の 

交付決定日より 

後になります。 

様式第２号(第８条関係) 

 

生ごみ処理機器購入費補助金交付決定通知書 

 

                        川 資 循 発 第   号 

                        令和  年４  月１８日 

 

 

川越市長 〇〇 〇〇   

 

  あなたから申請があった生ごみ処理機器購入費補助金については、次のとおり決

定したので、川越市補助金等の交付手続き等に関する規則第７条の規定により通知

します。 

 

補 助 対 象 者  

申 請 年 月 日  

補 助 対 象 機 種  

補 助 対 象 基 数  

実際の補助金額は、購入金額の 2 分の 1

若しくは右記の金額のいずれか少ない額 
               円 

 

― 報告書の提出について ― 

商品購入後は、商品名（メーカー名だけでなく）を記述し、すみやかに提出してください。 

購入額（消費税を含む）の半額が上記額より安くなる場合、その額が補助額になります。 

また、補助対象機器は、販売店で購入した未使用品に限ります。 

 

― 上手に堆肥化するために ― 

☆コンポスト型容器を申請の方  

生ごみの水切りをしっかり行い、乾燥させた草や土を水分調整材として使う。 

また、天気のよい日はふたを開ける。（虫が入らないように古布で覆う。新鮮な空気と適温 

で微生物が元気に！） 

☆キエーロを申請の方 

 生ごみをスコップ等で土と見分けがつかなくなるまで小さく砕き、土をよく絡める。また、

生ごみが土の表面に露出していると虫が発生するので、少しだけ深めに埋めて土をかける。 

 

資源循環推進課 減量リサイクル推進担当  

350-0815 川越市鯨井７８２－３ 

℡ 049-239-6267（課直通） Fax 049-239-5054 

窓口、郵送、FAX、 

E-mail、電子申請により

受け付けます。 

←

電
子
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請
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Ｒ
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ー
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★を＠に置き換えてください。 


